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明石市公共施設配置適正化に関する有識者会議の運営方針について（案） 

 

１ 会議の公開については、明石市公共施設配置適正化に関する有識者会議設置要綱第７

条の規定による。 

 

２ 会議の開催の事前公表並びに会議録の作成及び公表については、明石市市民参画条例、

明石市市民参画条例施行規則並びに審議会等の運営及び委員の選任に関する要綱の規定

による。 

 

３ 会長は、会議の開催場所の規模等により傍聴者の定員を定めることができる。傍聴希

望者が定員を超えるときは、先着順に傍聴者を決めるものとする。 

 

４ 会議資料は傍聴者に配布し、会議の終了後にも回収しない。ただし、非公開情報を含

む資料については、委員だけに配布するか非公開情報部分を消しておくなどの措置をと

るものとする。 

 

５ 会議中の傍聴者の発言は認めない。ただし、会議の内容についての意見がある場合は、

会議後に事務局に伝えることができるものとする。 

 

６ 会議録は要点筆記で作成し、公表に当たっては、発言者の氏名は記載せず、役職のみ

とする。（例．会長、副会長、Ａ委員） 

 

【明石市市民参画条例（抜粋）】  

 （審議会等の会議の公開等）  

第１３条  審議会等の会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する

場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。  

(１ ) 法令の規定により公開しないこととされている場合  

(２ ) 会議の内容に非公開情報が含まれる場合  

(３ ) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認

められる場合  

２  審議会等の会議を開催するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表

するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要がある場合その他会議の開

催について支障があると認められる正当な理由がある場合は、この限りでない。  

(１ ) 議題及び審議すべき事項の概要  

(２ ) 会議の開催の日時及び場所  

(３ ) 傍聴についての手続  

(４ ) その他市長等が必要と認める事項  

３  前項本文の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、審議

会等の会議を開催する日から起算して２週間前までに行うものとする。  

４  市長等は、審議会等の会議を開催したときは、会議録を作成し、非公開情報を

除き、公表するものとする。ただし、非公開の会議にあっては、この限りでない。 
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【明石市市民参画条例施行規則（抜粋）】  

（審議会等の会議の公開等）  

第５条  審議会等の長（以下「会長等」という。）は、会場の秩序を保持するために

必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。  

２  会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他必要な事項を傍聴人受

付簿に記入しなければならない。  

３  傍聴人は、会長等の指示に従うとともに、会議が公正かつ円滑に行われるよう、 

次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

(１ ) 静粛に傍聴し、かつ、会議の進行に支障となる行為をしないこと。  

(２ ) 会議の撮影及び録音をしないこと。ただし、会長等の許可を得た場合は、

この限りでない。  

(３ ) 前２号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるよ

うな行為をしないこと。  

４  会長等は、前項の規定に従わない傍聴人に対して、注意をし、又は退場を命ず

ることができる。  

５  前各項に定めるもののほか、会議の傍聴に関して必要な事項は、会長等が会議

に諮って定める。  

 （審議会等の会議の非公開の取扱い）  

第６条  条例第１３条第 1 項ただし書の規定による会議の全部又は一部の非公開の

決定は、会長等が会議に諮って定めるものとする。  

２  会長等は、会議の全部又は一部の非公開を決定したときは、その理由を公表す

るものとする。  

（審議会等の会議録）  

第７条  条例第１３条第４項の会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

(１ ) 会議の名称  

(２ ) 開催の日時及び場所  

(３ ) 議題  

(４ ) 出席者の氏名  

(５ ) 会議における発言の要旨又は議事の経過  

(６ ) 配布資料の名称  

(７ ) 事務局の名称  

(８ ) その他市長等が必要と認める事項  

２  条例第１３条第４項の規定による会議録の公表は、会議の開催の都度、速やか

に行うものとする。ただし、市長等が議事の性質その他の理由によりこれにより

難いと認めるときは、当該審議会等による審議が終了したときに行うことができ

る。  

  

【審議会等の運営及び委員の選任に関する要綱（抜粋）】  

（審議会等の会議録）  

第５条  参画条例第１３条第４項の規定による会議録の公表は、会議終了後１カ月  

以内に、会議資料とともに行うよう努めるものとする。  

 


